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第１章 基本事項 

 

１ 計画の目的 

 

本計画は、「将来世代に引き継ぐごみゼロいわき」の具現化を目指す「いわき市一般廃棄

物（ごみ）処理基本計画」の目標を達成するため、ごみ減量の更なる推進、ごみの適正処

理による資源循環型社会の推進、安定的・効率的なごみ処理体制の構築など、令和８年度

において必要な施策を定めるものである。 

 

２ 計画期間 

 

本計画の期間は、U令和８年４月１日からU令和９年３月 31日までとする。 

 

３ 計画区域 

 

本計画の対象区域は、本市の行政区域全域とする。 

 

４ 廃棄物の区分と種類 

 

本計画において本市が処理する廃棄物は、市内で発生する一般廃棄物（し尿及び浄化槽

汚泥を除く。）であり、一般家庭から排出される「家庭系ごみ」及び事業活動に伴って排出

される「事業系ごみ」（多量排出事業者から排出されるものを除く。）とする。 

ただし、本計画で定める「市で処理できないごみ」及び「市で処理を行わないもの」は、

除くものとする。 

 

５ ごみの処理主体 

分別区分 収集・運搬 
中間処理 

最終処分 
主体 処理方法 

燃やすごみ 市(委託)、排出者又は許可業者 
市(直営) 

焼却（焼却灰は資源

化） 
― 

 犬、猫等の死体 市(委託)又は排出者 

燃やさないごみ 市(委託)、排出者又は許可業者 ― ― 埋立て 

かん類・ペットボトル 市(委託)、排出者又は許可業者 市(直営) 資源化 残渣埋立て 

びん類 市(委託)、排出者又は許可業者 市(直営) 資源化 残渣埋立て 

容器包装プラスチック 市(委託)、排出者又は許可業者 市(直営) 資源化 残渣埋立て 

製品プラスチック 市(委託)、排出者又は許可業者 業者委託 委託処理により資源化 ― 

小型家電・金属類 市(委託)、排出者又は許可業者 業者委託 委託処理により資源化 ― 

大型ごみ 市(委託)、排出者又は許可業者 
可燃 市(直営) 破砕、焼却  

不燃 業者委託 委託処理により資源化 残渣埋立て 

電池類 市(委託) 業者委託 委託処理により資源化 ― 

※ 「犬、猫等の死体」の分別区分は、「燃やすごみ」となる。 

※ 他に「古紙類」（「新聞紙」、「段ボール」、「雑誌」、「紙パック」、「その他の紙」の５品目）があり、

ごみの分別区分としては、10 分別 14 品目（環境省一般廃棄物処理事業実態調査の考え方では 14 分

別）となる。 
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６ ごみ処理の基本体系 

 

 

燃やすごみ 

大型ごみ（可燃） 

かん類・ 
ペットボトル 

びん類 

容器包装 

プラスチック 

小型家電・金属類 

資
源
ご
み 

燃やさないごみ 

【リサイクルプラザ】 

選 
 

別 

スチール缶 

アルミ缶 

ペットボトル 再商品化事業者 

再商品化事業者 

再商品化事業者 

カレット（無色） 

カレット（茶色） 

カレット（その他） 再商品化事業者 

再商品化事業者 

再商品化事業者 

資源化 

再商品化事業者 プラスチック製 

容器包装 

指
定
法
人
等
へ
引
渡 

可燃残渣 

不燃残渣 

要破砕残渣 

大型ごみ（不燃） 

埋立処分場 

最終処分 

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド 可燃残渣 

資源化 

資源回収業者 

焼
却
処
理 

【清掃センター】 

飛灰 

資源化事業者 

資源化 

ガラス残渣 再商品化事業者 

資源化 

主灰 

資源回収業者 

古紙類 
古紙回収事業協同組合による回収 

資源化 

中間処理 資源化・最終処分 

不燃残渣 

製品 

プラスチック 

埋
立
ご
み 

 

資
源
ご
み 

 

焼
却
ご
み 

 

資源回収業者 

再商品化事業者 

売 

却 

処理委託 

可燃残渣 

資源化物 処理委託 

処理委託 

処理委託 

処理委託 

資源化物 電池類 
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第２章 「将来世代に引き継ぐごみゼロいわき」を実現するための施策 

取組の柱１ ごみ減量の更なる推進 

 主要な施策１－１ 家庭系ごみ減量の推進 

⑴ 生ごみ発生・排出の抑制 

項 目 内 容 

家庭用生ごみ処理機等

購入費補助金 

生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ処理機や生ごみ処理容

器、コンポスト容器を購入した市民の購入費用の一部を補助する。 

食品ロス削減の取組み

啓発 

生ごみの減量に向け、食品ロス削減や水切りの励行の促進など、

ごみの排出抑制を呼びかける取組みをホームページで周知・啓発を

行う。10 月の食品ロス削減推進月間にあわせて、食品ロス削減によ

る生ごみ発生・排出の抑制の取組みについて、ホームページや SNS

で周知を行う。 

 

⑵ リユースの推進 

項 目 内 容 

リユースの推進 

市民の積極的な再使用の実践を図るため、「リサイクルプラザクリ

ンピーの家」において「いわき市メルカリ Shops」や修理再生品の

抽選販売による不用品の再生・提供等を行うほか、リサイクルショ

ップ、フリーマーケット等の利用促進を図るためにホームページ、

広報紙などを活用しての周知・啓発等を行う。 

 

⑶ 環境意識の高揚 

項 目 内 容 

市民の自主的な美化活

動支援 

美化活動に関する市民協働の取組として長年の実績がある「いわき

のまちをきれいにする市民総ぐるみ運動」やボランティアで美化活動

をする「クリンピー応援隊」に対し、清掃用具の支給・集めたごみの

処理などの支援を行う。 

南部清掃センターの見

学 

南部清掃センターにおいて、ごみ焼却処理の様子の見学やごみの収

集から焼却までの工程を解説することなどにより、市民のごみ減量や

分別などに対する意識醸成を図る。 

リサイクルプラザクリンピーの家における取組 

 リサイクル教室 
牛乳パック、空きびん等を活用したリサイクル教室を開催し、ごみ

減量・リサイクルに対する市民意識の醸成を図る。 

 修理再生品提供 
市民から不要となった自転車や家具類等を回収し、修理した後、定

期的に市民に提供し、耐久消費財の長期使用の意識醸成を図る。 

 
リサイクルプラザ

の見学 

資源選別の様子の見学やリサイクルの仕組みを解説することによ

り、市民のごみの分別やリサイクルなどに対する意識醸成を図る。 

 
フリーマーケット

アプリの活用 

フリーマーケットアプリを活用した自転車や家具類等の修理再生品

販売を通して、市民のリユース・リサイクル意識の醸成を図る。 
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項 目 内 容 

「ごみのおはなし」の

作成 

児童期より、本市のごみ処理の現状について理解を深め、ごみ減量化意

識の啓発を図るため、小学４年生以上を対象にしたデジタル教材を作成し、

市ホームページ等に掲載することで、環境学習教材とするほか、市民講座

や施設見学等の資料としての活用を図る。 

清掃事業概要の作成 

本市のごみ処理の現状やごみ減量リサイクルの取組について、理解

を深めてもらうため、ごみ処理施設の概要等を取りまとめた資料集を

年報として作成し、ホームページ等で周知する。 

様々な広報媒体による

情報提供 

本市のごみ処理の現状やごみの減量リサイクルに関する情報を市ホ

ームページやごみ分別アプリ、広報いわきへ掲載し情報提供する。 

また、ごみ減量リサイクルの推進に向け、市民や事業者に効果的に

情報を発信し、共有していくための広報戦略のあり方を検討する。 

出前講座の開催 

本市のごみ処理の現状やごみの分別方法、３Ｒ推進に伴う本市の取

組について市民に解説するとともに、ごみの減量リサイクルに関する

意見交換をし、市の施策立案の参考にする。 

 

 

主要な施策１－２ 事業系ごみ減量の推進 

⑴ 多量排出事業者に対する指導 

 

  ⑵ 少量排出事業者の３Ｒの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項 目 内 容 

事業用大規模建築物に

おける廃棄物の減量及

び適正処理に関する指

導啓発事業 

いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき、事

業用大規模建築物所有者又は管理者から、事業系一般廃棄物の減量

に関する計画（事業系一般廃棄物減量計画書）の提出を求める。 

また、計画書に基づき、廃棄物の排出抑制、再利用、適正処理等

が実施されている状況を実地確認するとともに、事業系一般廃棄物

の減量策等の情報提供を行う。 

項 目 内 容 

少量排出事業者のごみ

排出実態調査の実施 

事業系ごみ量全体の８割以上を排出している少量排出事業者につ

いて、市内の収集運搬許可業者を通じて、ごみ排出に係る実態調査

を行い、その調査結果に基づき、事業者へ対し廃棄物の排出抑制、

再利用、適正処理等が実施されている状況を実地確認する。 

環境産業技術等の情報

提供 

少量排出事業者に環境産業における先進的な技術等の情報提供を

行い、食品残渣等の民間でのリサイクル処理を促進するなど、少量

排出事業者の３Ｒの推進を図る。 
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 ⑶ 事業系ごみの適正排出の徹底 

項 目 内 容 

市施設における搬入物

検査の実施及び不適正

搬入者への指導 

清掃センター、クリンピーの森及びクリンピーの丘において、パ

ッカー車を含めた搬入不適物（産業廃棄物：廃プラスチック等、搬

入規制物：事業系古紙等）の検査を実施し、不適正搬入者に対して

は必要な指導を行う。 

排出事業者への適正排

出の周知・啓発 

一般廃棄物収集運搬業許可業者から提出される一般廃棄物処理業

実績報告書等を基に、適正排出が行われているかを確認し、一般廃

棄物収集運搬業許可業者と協働により、排出事業者への適正排出の

周知・啓発を行う。 

 

主要な施策１－３ 食品ロス削減の推進 

  食品ロスの削減に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内 容 

家庭での食品ロス削減 

家庭での食品ロスを削減するためには、食品を無駄なく大切に消

費する必要があることから、食品の使いきりや料理の食べきりなど、

ごみとして排出しないという市民意識の醸成を図るとともに、フー

ドドライブ等の推進により、市民レベルで食品ロスに取り組むため

の意識の向上を図る。 

事業系の食品ロス削減 

事業系の食品ロス削減に向けて、食べ残しを減らす「3010（さん

まるいちまる）運動」の実践を呼びかける卓上 POP を市内の飲食店

や宴会場、宿泊施設等に配布し、協力を依頼するほか、フードシェ

アリングサービスや賞味期限の近い手前の商品を選んでもらう「て

まえどり」を販売店等に導入してもらうことや、「福島県食べ残しゼ

ロ協力店 」の市内事業者の加入促進を図る。 
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取組の柱２ ごみの適正処理による資源循環型社会の推進 

 主要な施策２－１ リサイクルの推進 

  ⑴ 埋立ごみゼロに向けたリサイクル処理の推進 

 

  ⑵ 焼却ごみ減量に向けたリサイクル処理の推進【重点プロジェクト】 

 

  ⑶ 循環型ライフスタイルシフトへの支援 

 

 主要な施策２－２ 分別の徹底  

  ごみ分別の徹底 

項 目 内 容 

違反ごみステッカーの

貼付及び取り残しの実

施 

ごみの適正分別、適正排出の徹底を図るため、違反内容を明示し

た違反ごみステッカーを貼付し、取り残しを実施する。 

家庭ごみの収集カレン

ダー等に基づく周知啓

発 

ごみの適正な分別排出や減量化を進めるため、「家庭ごみの収集カ

レンダー」や、「家庭ごみの分け方・出し方ハンドブック」、「ごみ分

別アプリ」、「AI チャットボット」などを活用しての周知啓発を図る。 

ごみ質組成分析の実施 

市民の分別排出の状況を把握し、適正排出の徹底とごみ減量化・

再資源化のための施策運営に向けた基礎資料等とするため、集積所

における組成を調査する。 

対象物 内容 処理方法 

焼却 

残渣 

焼却灰 

（飛灰・主灰） 

各清掃センターで焼却により

発生した灰のうち、集塵装置で捕

集されたばいじん（飛灰）、炉の

底にたまる燃え殻（主灰） 

民間処理業者で土木資材等と

して再資源化 

安定的な処理体制を維持しな

がら、全量リサイクルを図る。 

資源 

選別 

残渣 

びん選別残渣 

リサイクルプラザにおけるび

んの資源選別に伴い発生するガ

ラス残渣 

民間処理業者で土木資材等と

しての再資源化を図る。 

陶磁器 

ガラス 

側溝土砂 

陶磁器・ガラスなどの直接埋め立てている「燃やさない」ごみや

市民総ぐるみ運動により発生する側溝土砂について、回収方法や再

資源化の方法等を調査・検討する。 

項 目 内 容 

環境産業との協働によ

るバイオマス事業の推

進 

現在、清掃センターで焼却処理されている食品残渣・剪定枝等の

バイオマスについて、民間におけるリサイクル処理の流れを推進す

るための方法等を調査・検討する。 

項 目 内 容 

食品ロスの取組 
食品ロスへの取組として、フードドライブの支援及びフードシェ

アリングサービスの普及促進を行う。 

不用品のリユース活動 
フリーマーケットアプリを活用し、クリンピーの家の修理再生品

など不要となった品物を必要とする方へリユースする活動を行う。 

資源循環型ライフスタ

イルの啓発 

サステナブルファッションをはじめとした循環型ライフスタイル

を啓発するため、市内商業施設やイベントで情報発信や古着回収な

どを行うとともに、啓発動画を作成して公開する。 

生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ処理機や生ごみ処理容

器、コンポスト容器を購入した市民の購入費用の一部を補助する。 
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取組の柱３ 安定的・効率的なごみ処理体制の構築 

 主要な施策３－１ 安定的なごみ処理体制の整備 

  ⑴ ごみ処理施設の長寿命化 

項 目 内 容 

ごみ処理施設の長寿命

化 

最終処分場「クリンピーの森」について、埋立期間の延長に応じ

て、その維持管理に必要となる水処理施設の長寿命化対策を講じる。 

 

 ⑵ 南部清掃センター１場化の検討【重点プロジェクト】 

項 目 内 容 

南部清掃センター１場

化の調査・検討 

南部清掃センター１場化における施設整備に関する課題を整理す

る。 

  

 ⑶ 新たなごみ処理施設の整備に向けた調査・検討【重点プロジェクト】 

項 目 内 容 

新たな最終処分場整備

の調査・検討 

一般廃棄物最終処分場整備基本計画に基づき、埋立可能な残容量

の減少や、多発する自然災害を踏まえ、安定したごみ処理体制の構

築に向け、長期的な視点から、新たな最終処分場の整備について調

査・検討する。 

新たな焼却処理施設整

備の調査・検討 

今後進行する焼却処理施設の老朽化を見据え、地域の実情に応じ、

長期的な展望に立った施設のあり方や建設場所について、調査・検

討する。 

 

⑷ 処理困難物の適正処理に向けた調査・検討 

項 目 内 容 

処理困難物の適正処理

に向けた調査・検討 

家庭等から発生する処理困難物の適正処理に向け、収集運搬や処

分の方法を調査・検討する。 

 

 

主要な施策３－２ 効率的なごみ処理の推進 

 ⑴ 一般廃棄物会計基準によるコスト分析 

項 目 内 容 

一般廃棄物会計基準に

よるコスト分析 

環境省「一般廃棄物会計基準」に基づき、経営管理の基本となる

コストの可視化と分析を継続する。 
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 ⑵ 民間活力の導入 

項 目 内 容 

ごみ処理における民間

活力の導入の調査・検

討 

環境産業に関する技術を持った事業者の集積を活かした民間にお

けるリサイクル処理の推進や、ごみ処理施設の整備・運営にあたっ

ての公民が連携した公共サービス提供スキームである PPP 活用な

ど、様々な場面での民間活力導入について調査・検討する。 

 

主要な施策３－３ 災害廃棄物の処理体制の整備 

 災害廃棄物の円滑な処理体制の整備【重点プロジェクト】 

項 目 内 容 

災害廃棄物処理体制の

構築 

令和４年度に策定した「災害廃棄物処理計画」に基づき、発災時

の迅速な対応を目的として、災害時の応援協定締結の民間団体等と

訓練を実施する。また、市民への災害廃棄物処理に対する意識啓発

のため、災害廃棄物処理ハンドブックを通し、ホームページ等で周

知する。 
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第３章 ごみ減量・資源化の目標 

１ ごみ処理見込量 

（単位：トン） 

区分 
令和５年度 

実績量 

令和６年度 

実績量 

令和７年度 

実績見込量 

令和８年度 

計画上の見込量 

焼 却 ご み 94,600 92,521 89,521 91.567 

埋 立 ご み 1,710 1,600 1,453 1,680 

資 源 ご み 9,185 8,872 8,612 8,981 

古 紙 類 4,945 4,521 4,252 4,501 

総 排 出 量 110,440 107,514 103,838 106,729 

※ 令和７年度実績見込量について、集計が完了していない月は前年度実績量を見込量として算出。 

※ 令和８年度見込量は、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の現状推移予測値による。 

※ 端数処理の関係で、合計が一致しない場合がある。 

 

【令和７年度の実績見込】 

・ 令和７年度の総排出量は、令和６年度実績と比べて,3,676 トン（3.4％）の減が見込

まれる。 

・ 前年度比較して総排出量が減少したのは、現住人口の減少が主な要因であると考え

られる。 

 

【令和８年度の方針】 

・ 生ごみ発生・排出の抑制や食品ロス削減に向けた取り組みを引き続き実施する。 

・ 大型ごみのリユース活動及び資源循環型ライフスタイルの啓発を新たに実施する。 

・ 適正な分別を徹底するために、ごみ質組成調査を引き続き実施する。 

 

２ 数値目標 

指標名 R6実績 R7中間目標 R12最終目標 

1人 1日あたりごみ排出量 927g/人･日 960g/人･日 900g/人･日 

焼却ごみ量 92,521トン 94,900トン 85,000トン 

埋立処分量 1,725トン 2,400トン 1,600トン 

リサイクル率 21.7% 23％以上 22％以上 
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第４章 ごみの処理体制 

１ 収集・運搬計画 

⑴ 市が収集するごみ 

  ア 家庭系ごみ（家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 排出方法 収集方法 処理方法 

燃やすごみ 

生ごみ、資源化でき

ない紙くず、木くず、

繊維くず、皮革類（合

成も含む）、ゴム製品、

靴、紙おむつ（汚物を

取り除いたもの）等 

① 市の規格袋に収納し、

市長が承認した集積所に

排出する。 

② 排出は、収集日当日の

朝とし、午前８時 30分ま

でとする。 

別 に 定

める収集

区域毎に、

収集日を

定めて収

集する。 

収集回数

は、週２回と

する。 

北部又は南部清

掃センターで焼却

する。 

焼却灰は、資源化

又は埋立処分する。 

燃やさないごみ 

ガラス、果実酒用の

空きびん、劇薬の空き

びん、香水の空きびん、

陶器、せともの、電球、

ホットカーペット（本

体部分）、鏡等 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

③ 割れたガラスなどの危

険物は、紙等に包み、｢危

険｣と表示すること。 

収集回数

は、６週に１

回とする。 

クリンピーの森

又はクリンピーの

丘に搬入した後、埋

立処分する。 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 

飲料用空きかん、缶

詰用空きかん、調味料

用空きかん、飲料用ペ

ットボトル、調味料用

ペットボトル、整髪剤

用等スプレー式空きか

ん 

缶やびんのふた、缶

詰のふた、ビール瓶な

どの王冠 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

③ かん類・ペットボトル

は、キャップをはずし、

中を水ですすいでから、

スプレー式空きかんは、

使いきってから、かん類

とペットボトルを一緒に

市の規格袋に収納し、排

出する。 

収集回数

は、２週に１

回とする。 

 

リサイクルプラ

ザクリンピーの家

において選別し、資

源化する。 

残渣で資源化可

能な物は資源化し、

可燃残渣は南部清

掃センターで焼却、

不燃残渣はクリン

ピーの森に埋立処

分する。 

びん類 

飲料用空きびん、薬

の空きびん（飲み薬）、

化粧用空きびん、調味

料用空きびん 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

③ キャップをはずし、中

を水ですすいで、市の規

格袋に収納し、排出する。 

容器包装 

プラスチック 

カップ、パック、ト

レイ、ボトル（ペット

ボトルを除く）、ラッ

プ、フィルム、袋、キ

ャップ等のプラスチッ

ク製容器包装 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

③ 食品残渣等の異物を水

で洗い落とすか、紙等で

拭き取る等した後、排出

する。 

収集回数

は、週１回と

する。 

製品 

プラスチック 

プラスチック製容器

包装以外のプラスチッ

ク製品 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

収集回数

は、年６回と

する。 

資源として活用

する。 

資

源

ご

み 

小型家電・ 

金属類 

掃除機、炊飯器、ポ

ット、なべ（ホーロー

製含む）、フライパン、

ワープロ、ラジカセ、

三輪車、ドライヤー、

時計、電話機等 

刃物などの金属製

品、小さい金属製品、

その他の金属製品 

① 「燃やすごみ」と同じ。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

別に定め

る収集区

域ごとに、

収集日を

定めて収

集する。 

収集回数

は、年６回と

する。 

山田粗大ごみス

トックヤードにお

いて選別し、専門業

者に処理委託する。 

電池類 

乾電池（アルカリ、

マンガン、オキシライ

ド） 

乾電池以外の電池単

体（ボタン・コイン、

リチウム等）、電池一体

型製品（スマートフォ

ン、バッテリー等） 

① 乾電池と乾電池以外の

電池に分け、中身の見える

袋に入れて、市長が承認し

た集積所に排出する。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

③ 「乾電池以外の電池」

は、端子部分を絶縁して排

出する。 

収集回数

は、年４回と

する。 

山田粗大ごみス

トックヤードにお

いて選別し、一時保

管後、専門業者に処

理委託する。 

 ※ 排出方法の①は、ごみ袋・排出場所 ②は、排出時間 ③は、注意点を示す。 
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項 目 廃棄物の具体例 排出方法 収集方法 処理方法 

大型ごみ 

タンス、自転車、机、

椅子、ソファー等で、

長さが60㎝以上180㎝

未満又は重さが10㎏以

上 50㎏未満のもの、及

び、市が指定した品目

（ファンヒーター、グ

リル付ガステーブル、

電子レンジ、チャイル

ドシート）。ただし、ス

プリング入りマットレ

スについては、長さ

210cm以下のもの。 

① 大型ごみ受付センター

に申込み、条例で定める

大型ごみの品目に係る手

数料の額に応じた枚数の

「大型ごみ収集処理手数

料納付券」を購入、氏名

を記入し、当該大型ごみ

に貼付の上排出する。 

② 「燃やすごみ」と同じ。 

申 込 み

ごとに、随

時収集日

を定めて

収集する。 

収集回数

は、祝日を除

く、毎週月曜

日から金曜

日の週５日

とする。 

北部又は南部清

掃センターで焼却

する。 

焼却不可能な物

は、市が収集する家

庭ごみの小型家

電・金属類に同じ。 

なお、木質ごみの再

資源化処理につい

て検討する。 

犬・猫等の死体 

※分別区分上は「燃

やすごみ」 

犬・猫等の死体 

(60cm未満のもの。) 

① 収集担当窓口に直接申

込み、指定された場所に

排出する。 

② 排出は指定された日時

とする。 

申込みごとに、随時収

集日時を定めて収集す

る。 

「燃やすごみ」と

同じ。 

※ 集積所に排出できる基準は、大型ごみを除き、長さが 60cm 未満で重さが 10kg 未満のものとする。 

※ ひとつの世帯が１回の収集で排出できる量の基準は、市規格袋で２袋程度とする。 

 

イ 事業系ごみ（事業活動に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 排出方法 収集方法 処理方法 

燃やすごみ 

資源化できない紙く

ず、茶がら等の雑ごみ。

飲食店・食堂から排出

される残飯・野菜くず。

卸小売業から排出され

る野菜くず・魚介類等 

① 条例で定める額の事業

者専用袋を購入して、ご

みを収納し、記名の上、

市長が承認した集積所に

排出することができる。 

② 排出は、収集日当日の

朝とし、午前８時 30分ま

でとする。 

別 に 定

める収集

区域ごと

に、収集日

を定めて

収集する。 

収集回数

は、週２回と

する。 

北部又は南部清

掃センターに搬入

した後、焼却する。 

焼却灰は埋立処

分又は資源化する。 

燃やさないごみ 産業廃棄物に相当 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

びん類 産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

容器包装 

プラスチック 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

製品 

プラスチック 
産業廃棄物に相当 

小型家電・ 

金属類 
産業廃棄物に相当 

電池類/大型ごみ 産業廃棄物に相当 

犬・猫等の死体 

※分別区分上は 

「燃やすごみ」 

犬・猫等の死体（一

般廃棄物に限る） 

(60cm未満のもの。) 

① 収集担当窓口に直接申

込み、指定された場所に

排出する。 

② 排出は、指定された日

時とする。 

申込みごとに、随時収

集日時を定めて収集す

る。 

「燃やすごみ」と

同じ。 

※ 集積所に排出できる基準は、長さが 60cm 未満で重さが 10kg 未満のものとする。 

※ ひとつの事業所が 1 回の収集で排出できる量の基準は、事業者専用袋で 10 袋程度とする。 



〔令和８年度一般廃棄物（ごみ）処理実施計画〕 

12 

⑵ 古紙回収業者（いわき市古紙回収事業協同組合）が回収する古紙類 

ア 家庭から出される古紙類 

項 目 資源化できる古紙類 

具体例 

家庭の日常生活に伴って生じたカタログ誌、紙パック、雑誌、書籍、新聞紙、段ボール、

チラシ、ボール紙、紙箱、紙袋、包装紙等。（ただし、汚れが落ちない紙〔ティッシュ、トイ

レットペーパー、生理用品など〕、強い臭いがついた紙〔線香の箱など〕、油を通さない紙〔ア

イスのカップなど〕、シール加工などの特殊な紙〔シール、ステッカー、ガムテープ、写真な

ど〕を除く。） 

排出方法 

「新聞紙」「段ボール」「雑誌」「紙パック」「その他の紙」の 5 種類に分けて、ひもで束ね

て（「その他の紙は紙袋に入れてホチキス留めも可」）、市長が承認した集積所に出す。紙パッ

クは、水洗い後、切り開いて平たくのばして乾燥させてから、束ねて出す。紙箱は平たく畳

む。 

排出は、回収当日の朝とし、午前 8 時 30 分までとする。回収日が雨天のときは、翌週の同

じ曜日に排出する。翌週も雨天のときは、翌月の回収日に出す。 

回収方法 
別に定める回収区域ごとに、回収日を定めて回収する。 

回収回数は、月 1 回とする。 

処分方法 紙製品の原料等として、リサイクルされる。 

※ 事業所等から排出される資源化できる古紙類（新聞紙、段ボール、雑誌、紙パック、その他の紙）は、次

の条件を全て満たした場合に限り、集積所への排出を認めることとする。 

１ 住居兼事務所などの小規模事業者であること。 

２ 排出する古紙の量が、集積所の整理整頓を保つことができる、ごく少量であること。 

３ 集積所の管理者の了解を得ていること。 

 

⑶ 自己搬入するごみ 

ア 家庭系ごみ（家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 搬入方法 処理方法 

燃やすごみ 

燃やすごみとして市が処分するごみ

のうち、一時的に多量に出るごみ（引

越し時のごみ、庭木の伐採に伴うごみ

等） 

排出者自らが、直接北部又は南部清

掃センターに搬入し、条例で定められ

た処理手数料を納入する。 

市が収集す

る家庭系ごみ

に同じ。 

燃やさないごみ 

燃やさないごみとして市が処分する

ごみのうち、一時的に多量に出るごみ

（引越し時のごみ等） 

排出者自らが、直接クリンピーの丘

又はクリンピーの森に搬入し、条例で

定められた処理手数料を納入する。 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 

資源ごみのうち、一時的に多量に出

るかん類・ペットボトル 

排出者自らが、直接リサイクルプラ

ザクリンピーの家に搬入する。 
びん類 

資源ごみのうち、一時的に多量に出

るびん類 

容器包装 

プラスチック 

資源ごみのうち、一時的に多量に出

るプラスチック製容器包装 

製品 

プラスチック 

プラスチック製容器包装以外のプラ

スチック製品 

排出者自らが、直接南部清掃センタ

ーストックヤードに搬入する。 

小型家電・ 

金属類 

資源ごみのうち、一時的に多量に出

る小型家電・金属類 

排出者自らが、直接山田粗大ごみス

トックヤードに搬入する。 

電池類 
資源ごみのうち、一時的に多量に出

る電池類及び膨張変形した電池類 

排出者自らが、直接拠点回収施設（本

庁舎、クリンピーの家、北部清掃セン

ター、南部清掃センター）に搬入する。 

大型ごみ 大型ごみとして市が処分するごみ 

燃やす大型ごみは、北部又は南部清

掃センター（破砕機へ投入する。）へ、

燃やさない大型ごみは、山田粗大ごみ

ストックヤードへそれぞれ直接搬入

し、条例で定められた手数料を納入す

る。 

犬・猫の死体 

※分別区分上は「燃

やすごみ」 

犬・猫等の死体 

(60cm未満のもの。) 

搬出者自らが、直接南部清掃センタ

ーに搬入し、条例で定められた処理手

数料を納入する。 
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イ 事業系ごみ（事業活動に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 搬入方法 処理方法 

燃やすごみ 
燃やすごみとして市が

処分するごみのうち、多量

に出るごみ 

排出者自らが、直接南部清掃センタ

ーに搬入し、条例で定められた処理手

数料を納入する。 

南部清掃センターに搬

入した後、焼却する。 

焼却灰は埋立処分又は

資源化する。 

燃やさないごみ 産業廃棄物に相当 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

びん類 産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

容器包装 

プラスチック 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

製品 

プラスチック 
産業廃棄物に相当 

小型家電・ 

金属類 
産業廃棄物に相当 

電池類 産業廃棄物に相当 

大型ごみ 産業廃棄物に相当 

犬・猫の死体 

※分別区分上は「燃や

すごみ」 

犬・猫等の死体（一般廃

棄物に限る） 

(60cm未満のもの。) 

搬出者自らが、直接北部又は南部清

掃センターに搬入し、条例で定められ

た処理手数料を納入する。 

市が収集する事業系ご

みに同じ。 
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⑷ 一般廃棄物（ごみ）処理業者に処理依頼するごみ 

ア 家庭系ごみ（家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 処理方法 

燃やすごみ 
燃やすごみとして市が処分するごみのうち、一時的に多量に出て、

自己搬入できないごみ（引越し時のごみ、庭木の伐採に伴う等） 

市で許可している一

般廃棄物（ごみ）処理業

者に処理（収集運搬）を

依頼する。 
燃やさないごみ 

燃やさないごみとして市が処分するごみのうち、一時的に多量に出

て、自己搬入できないごみ（引越し時のごみ等） 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 

資源ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できないかん類・ 

ペットボトル 

びん類 資源ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できないびん類 

容器包装 

プラスチック 

資源ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できないプラスチ

ック製容器包装 

製品 

プラスチック 

資源ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できない製品プラ

スチック 

小型家電・ 

金属類 

資源ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できない小型家

電・金属類 

大型ごみ 大型ごみのうち、一時的に多量に出て、自己搬入できないごみ 

資源

ごみ 
電池類  

 

犬・猫の死体 

※分別区分上は燃

やすごみ 

 

 

 

イ 事業系ごみ（事業活動に伴って生じた廃棄物） 

項 目 廃棄物の具体例 処理方法 

燃やすごみ 
燃やすごみとして市が処分するごみのうち、一時的に多量に出て、

自己搬入できないごみ 

市で許可している一

般廃棄物（ごみ）処理業

者に処理（収集運搬）を

依頼する。 

燃やさないごみ 産業廃棄物に相当 

資
源
ご
み 

かん類・ 

ペットボトル 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

びん類 産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

容器包装 

プラスチック 
産業廃棄物に相当（⇒P15 収集・運搬計画の注意点参照） 

製品 

プラスチック 
産業廃棄物に相当 

小型家電・ 

金属類 
産業廃棄物に相当 

電池類 産業廃棄物に相当 

大型ごみ 産業廃棄物に相当 

犬・猫の死体 

※分別区分上は燃

やすごみ 
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⑸ 市で処理できないごみ 

ア 特別管理一般廃棄物 

廃棄物の具体例 運搬方法 処理方法 

一般廃棄物である、廃エアコン・廃テレビ・廃電子レ

ンジから取り出された PCB 使用部品 

一般廃棄物である水銀使用製品廃棄物から取り出さ

れたた廃水銀 

１時間当たりの処理能力が 200 ㎏以上又は火格子面

積が２㎡以上のごみ処理施設のうち焼却灰とばいじん

が分離して排出されるものに設けられた集じん装置で

捕集されたばいじん 

上記のほか、火床面積が 0.5 ㎡以上又は１時間当りの

焼却能力が、50 ㎏以上の一般廃棄物の焼却炉より排出

されるばいじん、燃え殻又は汚泥及びこれらを処分する

ために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が３

ng-TEQ/g を超えるもの 

医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼな

どの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃

棄物 

特別管理一般廃棄物で、処理の

ために自ら運搬する場合は、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施

行令第４条の２の規定に準じ運搬

する。 

特別管理一般廃棄物で、処理の

ために自ら運搬することができな

い場合は、市の許可した一般廃棄

物収集運搬業者に依頼する。 

特別管理一般廃棄物

は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行

令第４条の２の規定に

準じ処分する。 

 

イ その他 

項 目 廃棄物の具体例 処理方法 

産業廃棄物 
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、金属くず、

ガラスくず等、法令で定められたもの 

専門の処理業

者に依頼する。 

医療廃棄物 
感染性一般廃棄物（医療機関等から排出される、血液の付着したガー

ゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物） 

危険物 ガスボンベ、ガソリン、シンナー、劇薬、農薬、廃油等 

処理困難物 

タイヤ（ホイールを含む）、自動車（部品を含む）、バイク、農機具、

ボイラー、耐火金庫、ヨット、ボート、小型船舶、ペンキ、ピアノ、電

気温水器、ソーラーシステム、ソーラーパネル、消火器、ドラム缶、浴

槽等 

長さ 180 ㎝以上又は重さ 50 ㎏以上のもの（ただし、長さ 210cm 以下の

スプリング入りマットレス・スプリング入りソファーは除く。） 

事業活動により生じた

多量の一般廃棄物 

事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の一般廃棄物で、多量のも

の 

家電リサイクル法対象

品目 

エアコン、テレビ（ブラウン管式・U液晶式U・Uプラズマ式・有機ELU）、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯機・U衣類乾燥機 
※1 

家庭系パソコンリサイ

クル対象品目 

家庭から排出されるパソコン（デスクトップパソコン本体、ノートブ

ックパソコン、パソコン用ディスプレイ） 
※2 

二輪車リサイクル対象

品目 
二輪車リサイクルシステム対象二輪車 ※3 

※1 ａ 引き取り義務がある小売業者に依頼する。 

ｂ 収集運搬業許可業者に依頼する。 

ｃ 郵便局でリサイクル料金を振り込み、自ら指定引取場所へ運ぶ。 

 

※2 ａ 製造又は輸入販売業者に依頼する。 

ｂ 一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会に依頼する。 

 

※3 ａ 自ら指定引取窓口へ運ぶ。 

ｂ 廃棄二輪車取扱店に依頼する。 
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⑹ リサイクルを推進するため市で処理を行わないもの    

 （再利用可能物の清掃センター搬入規制） 

項 目 廃棄物の具体例 処理方法 

資源化できる古紙

類 

事業所及び家庭から排出される新聞紙、段ボー

ル、雑誌、紙パック、その他の紙（紙製容器包装等）、

機密書類、シュレッダー紙 

※ 平成 22 年７月１日から家庭系の古紙類を追加 

ａ.紙専門事業者に依頼する。 

ｂ.紙専門事業所へ運ぶ。 

ｃ.収集運搬業許可業者に依頼する。 

木くず類 

事業者搬入の木くず類で資源化できるもの（木

材、木材片、剪定枝、おがくず等） 

※ 平成 22 年７月１日から規制 

民間の木質チップ化施設において資源

化処理する。 

 

 

⑺ 在宅医療廃棄物 

項 目 廃棄物の具体例 処理方法 

集積所に出せない 

在宅医療廃棄物 

注射針類、ペン型自己注射針、自己血糖測定針等、

鋭利なもの 
受け取った医療機関又は薬局に戻す。 

集積所に出せる 

在宅医療廃棄物 

在宅医療用具を包んでいたプラスチック製の包

装、噴霧式気管支拡張剤の吸入部分、結腸栄養剤の

缶、注射液のびん等 

性状に応じて「容器包装プラスチック」

「製品プラスチック」「かん類・ペットボ

トル」「びん類」として集積所に排出する。 

その他のものは「燃やすごみ」として

集積所に排出する。 

 

 

※収集・運搬計画の注意点 

・ 事業者自らや収集運搬業者による燃やすごみ・可燃系大型ごみの搬入先は、原則と

して南部清掃センターとする。 

・ 従業員や顧客が廃棄した廃棄物について事業活動に伴う廃棄物として明確化し、そ

の性状に応じて産業廃棄物か一般廃棄物に区分する。（平成 23 年４月から変更、経過

措置を経て平成 25年４月から完全施行） 
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２ 中間処理計画 

⑴ 施設の概要 

施設名 いわき市北部清掃センター  施設名 いわき市南部清掃センター 

所在地 いわき市平上片寄字大平 23 番地  所在地 
いわき市泉町下川字境ノ町 63 番地

の 1 

供用開始 昭和 55 年 10 月 1 日  供用開始 平成 12 年 4 月 1 日 

処理能力 300t/24h（150t×2 炉）  処理能力 390t/24h（130t×3 炉） 

 

施設名 いわき市リサイクルプラザクリンピーの家 

所在地 いわき市渡辺町中釜戸字大石沢 24番地の 1 

供用開始 平成 9 年 7 月 

処理能力 かん類、びん類、ペットボトル 28t/日（5h） プラスチック製容器包装 20t/日（5h） 

 

⑵ 中間処理計画 

上記の施設の適正な保守点検・補修を継続し、引き続き施設の効率的な運用を図って

いくこととする。 

また、埋立処分量の削減や資源の有効利用のため、引き続き中間処理施設での積極的

な資源回収やエネルギー利用を図っていくこととする。 

 

３ 最終処分計画 

⑴ 最終処分場の概要 

施設名 いわき市クリンピーの丘  施設名 いわき市クリンピーの森 

所在地 いわき市山田町家ノ前 31 番地  所在地 いわき市渡辺町中釜戸字大石沢24番地の1 

埋立開始 昭和 53 年 6 月  供用開始 平成 9 年 7 月 

埋立方式 山間地準好気性埋立方式  処理能力 山間地準好気性埋立方式 

有効埋立

容量 
520,000 ㎥  

有効埋立

容量 
600,000 ㎥ 

 

 

⑵ 最終処分計画 

一般廃棄物ゼロ・エミッションの推進を図るほか、引き続き、ごみ排出抑制指導およ

び中間処理施設におけるさらなる減量化・資源化を推進し、最終処分場の延命化を図る

こととする。 
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４ 許可計画 

廃棄物処理法第 7条第 5項及び第 10項の規定、並びに市一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画２の⑹を踏まえ、いわき市における一般廃棄物処理業の許可に関する計画を次のとおり

定める。 

 

⑴ 一般廃棄物収集運搬業 

既存の許可業者の積載能力や運搬実績、また、排出量の減少傾向が今後も続くと見込

まれることなどを総合的に勘案すると、現行の許可業者で適正に収集運搬が図られてい

るものと判断されることから、新規については次のように対応する。 

 

※ 個人事業者については、許可内容の情報公開（市ホームページへの掲載を含む。）に同意す

ることを条件とする。 

 

⑵ 一般廃棄物処分業 

様々な技術を有する環境産業との協働により、ごみ焼却量・埋立量を極小化する観点

から、多様な処分業者が市内に存在することが望ましいため、新規については次のよう

に対応する。 

 

※ 個人事業者については、許可内容の情報公開（市ホームページへの掲載を含む。）に同意す

ることを条件とする。 

 

⑶ 許可更新 

更新に際しては、条例等で定められた義務（受入基準の遵守や一般廃棄物処理業実績

報告書の提出など）を怠っていないこと、個人事業者については許可内容の情報公開（ホ

ームページへの掲載を含む。）に同意することを条件とする。 

 

・ 一般廃棄物処理における許可の性格を勘案し、許可情報を広く市民や排出事業者が利用可能

にするため、情報公開に関する規定を特に設けた。 

・ 適正処理の前提となる各種義務の履行を担保するための規定を設けた。 

・ 許可計画は、平成 22 年度から実施計画に位置付けている（平成 22 年 7 月 1 日から適用）。 

・ 既存の許可業者等によって一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われているため、新

たな法令等の整備により必要が生じた場合を除き、原則として許可しない。 

・ ただし、処分業と併せて収集運搬業を行う場合、広域連携による処理に伴い収集運搬

業を行う場合には、内容に応じ許可する。 

・ ごみの減量化又は資源化を目的として処分業を営む場合で、適正に処理することが確

実である場合に許可する。 
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第１章 基本事項 

 

１ 計画の目的 

 

河川の水質汚濁は、工場、事業所等からの排水規制が進んだことにより、一般家庭から

排出されるいわゆる生活排水による汚濁負荷の割合が相対的に上昇しており、生活排水に

対する取組みの必要性が高まっている。 

このため、「いわき市総合生活排水対策方針」（令和 3年 3月改定）において、令和 12年

度までに汚水処理人口普及率を 95.6％とすることを目標として定め、公共下水道や合併処

理浄化槽などの各種生活排水処理施設の整備を計画的に進めているところである。 

本計画は、これらの施設での生活排水処理の過程で発生する汚泥等を適正に処理すると

ともに、将来人口の見通しや施設の老朽化等を勘案しながら、将来にわたり安定して生活

排水を処理するため、令和８年度において必要な施策を定めるものである。 

 

２ 計画期間 

 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

 

３ 計画区域 

 

本計画の対象区域は、本市の行政区域全域とする。 

 

４ 生活排水の処理主体 

 

種別 収集（清掃）・運搬 
中間処理 

最終処分 
主体 処理方法 

し尿 
許可業者 市（直営） 

し尿等処理施設１箇所及び

下水道処理施設２箇所で処理 

固形燃料

化後、売却 浄化槽汚泥等 

※ 浄化槽汚泥等（合併処理浄化槽汚泥、単独処理浄化槽汚泥及び農業集落排水施設汚泥） 

※ し尿等処理施設及び下水道処理施設で脱水処理された汚泥は、固形燃料化後、売却 

 

５ し尿、浄化槽汚泥等計画処理量 

（単位：kl） 

種別 令和８年度計画処理量 

し尿 13,995 

浄化槽汚泥等 95,022 

合 計 109,017 

 



第２章 し尿、浄化槽汚泥等の処理計画 

 

１ 収集・運搬計画 

現行の許可方式を継続する。 

なお、し尿・浄化槽汚泥等・全体量のすべてにおいて減少傾向にあるため、市域に点在

する各処理施設への収集体制の効率化、円滑化を図るものとする。 

 

２ 中間処理計画 

本市のし尿、浄化槽汚泥等の処理は、次表のし尿処理施設１箇所及び下水道処理施設

２箇所で行う。 

また、市域が広域であることから、し尿収集料金の均一化とともに各処理施設への搬

送を効果的にするため、３箇所の中継槽を設置し、各処理施設への中継輸送を実施する。 

 

区 分 施 設 名 所 在 地 供用開始年月日 処理能力 

し尿等 

処理施設 

北部浄化センター 

(浄化槽汚泥処理施設) 
いわき市 

平下神谷字天神 77 番地 
平成 28 年４月 140 kl/日 

下水道 

処理施設 

南部浄化センター 
いわき市 

錦町浜田 27 
令和５年４月 89kl/日 

中部浄化センター 
いわき市 

 小名浜大原字芳際１ 
令和７年２月 128kL/日 

 

３ 最終処分計画 

し尿等処理施設及び下水道処理施設で脱水処理された汚泥は、市の下水汚泥等利活用施

設で固形燃料化後、民間事業者に売却する。 

 

４ 許可計画 

一般廃棄物（ごみ）処理実施計画の内容を準用する。 

 


